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平成30年6月26日（火曜日）午前10時

第62回 定時株主総会 招集ご通知 明治電機工業株式会社
証券コード：3388

目 次 日 時

第１号議案：  取締役（監査等委員である取締役を
除く。）３名選任の件

第２号議案：  監査等委員である取締役４名選任の件
第３号議案：  補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

議 案

名古屋市中村区亀島二丁目13番8号
明治電機工業株式会社 本社
本館地下1階明治ホール

（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

場 所



　株主の皆様には、日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼
申しあげます。

　ここに第62回定時株主総会招集ご通知をお届けさせて
いただくにあたり、ひと言ごあいさつ申しあげます。

　当社を取り巻く環境は、安定した円相場を背景に多くの
企業が好業績を上げ、それに伴い、増産投資、研究開発投
資が積極的に行われるなど景気は緩やかな回復が続いてお
りますが、国内外での政治・地政学的リスクは依然残るな
ど、先行きはやや不透明な状況にあります。

　こうした状況の中、第62期（平成30年3月期）につき
ましては、当社の主要ユーザーであります自動車、電気・

電子・半導体、工作機械関連企業向けに制御・産業機器などの販売が順調に拡大し、売上高、利益とも過去最高の業
績を上げることができました。これも皆様のご支援の賜物と心より感謝申しあげます。誠にありがとうございました。
第63期（平成31年3月期）につきましても、この結果に甘んじることなく、今まで以上に足元を見つめ、業績はもと
より企業価値の向上にも努めてまいりたいと考えております。

　昨今のものづくりの世界は、情報通信技術、デジタル技術を駆使したＡＩ(人工知能)やＩｏＴ(モノのインターネッ
ト)、ロボットなどの先進技術が台頭しており、製造業を取り巻く環境は大きく変化しようとしております。特に、
自動車業界においても、電動化や自動運転、コネクテッドなど新たな社会ニーズが生まれてきており、当社としまし
ては、こうした市場の変化に迅速かつ的確に対応していかなければいけないと考えております。

　第9次中期経営計画の2年目以降の販売計画につきましては、昨今の経営環境の状況や過年度の実績を踏まえ、当
初計画から上方修正させていただいております。2年目の第63期は、売上高710億円、営業利益29.5億円、経常利益
31.4億円、親会社株主に帰属する当期純利益22億円を必達目標として全役職員総力を挙げてやりきる所存でござい
ますので、今後ともご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。

平成30年6月

ごあいさつ

経営理念

信 頼
すべては人から始まる

お客様と共に

従業員と共に

社会と共に
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代表取締役社長
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株 主 各 位 証券コード  3388
平成30年６月４日

名古屋市中村区亀島二丁目13番８号
明治電機工業株式会社

代表取締役社長 林　正弘
第62回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当社第62回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげま

す。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主

総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成30年６月25日
（月曜日）午後５時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

1 日　　時 平成30年６月26日（火曜日）午前10時

2 場　　所 名古屋市中村区亀島二丁目13番８号
明治電機工業株式会社 本社（本館地下１階明治ホール）
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

3 目的事項 報告事項 １．第62期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）事業報告、連結計算書類
並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第62期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）計算書類報告の件
決議事項 第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

第２号議案　監査等委員である取締役４名選任の件
第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

以　上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
なお、株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス

http://www.meijidenki.co.jp/）に掲載させていただきます。

また、本招集ご通知の提供書面のうち、連結計算書類の「連結注記表」及び計算書類の「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第16
条に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttp://www.meijidenki.co.jp/）に掲載しておりますので、本招集ご通知には掲載
しておりません。監査等委員会及び会計監査人が監査した連結計算書類並びに計算書類は、本招集ご通知に記載の各書類と当社ウェブサイト掲載
の「連結注記表」及び「個別注記表」とで構成されております。
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(提供書面)
事業報告（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）

1 企業集団の現況に関する事項
(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が続く中、個人消費の持ち直しがみられるなど緩

やかな回復が続きました。また世界経済につきましても、北米やEU圏を中心に緩やかな回復が続いており、中国
では政策効果もあり景気は持ち直しの動きが継続しました。

当社グループの主要ユーザーである自動車関連企業におきましては、北米や中国など海外市場における販売台数
は底堅く推移し、国内においても新型車を中心に好調が続く中、設備投資や研究開発投資は堅調に推移いたしまし
た。電気・電子・半導体関連企業におきましても、スマートフォンや車載向けの製品需要が好調であることから設
備投資の改善基調が継続しており、工作機械関連企業におきましては、自動車や半導体向けの需要が拡大し活況が
続いていることから、総じて各ユーザーからの受注は好調に推移いたしました。

今後、各分野で一層の技術革新が想定される中、当社グループにおきましては、「次代に向けた経営基盤の強
化」を基本方針とした第９次中期経営計画（平成29年度～平成31年度）をスタートさせ、エンジニアリング力の
強化やグローバルビジネスの拡大、コンポ販売の領域拡大、商材づくりなどに取り組んでまいりました。

この結果、当連結会計年度の売上高は67,849百万円（前期比12.6％増）、営業利益は2,815百万円（前期比
40.4％増）、経常利益は3,010百万円（前期比35.9％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は2,147百万円（前
期比41.4％増）となりました。

この売上高を主要商品の別に示すと次のとおりであります。

制御機器 売上高22,544百万円 （前期比19.1%増） 産業機器 売上高22,074百万円 （前期比7.3%増）

33.2%33.2%

売上構成比
22,544

第62期
（平成30年3月期）

18,933

第61期
（平成29年3月期）

売上高 （単位：百万円）

32.5%32.5%

売上構成比
22,074

第62期
（平成30年3月期）

20,576

第61期
（平成29年3月期）

売上高 （単位：百万円）

制御機器は、当社グループの主力取扱商品で、自動車及び電
気・電子・半導体、工作機械関連企業向けなど全般に販売が増
加したことから、売上高は22,544百万円（前期比19.1％増）と
なりました。

産業機器は、自動車及び電気・電子・半導体関連企業向けの
販売が増加し、売上高は22,074百万円（前期比7.3％増）となり
ました。
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当事業年度の事業の状況、主要商品別売上高
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計測機器 売上高 9,182百万円 （前期比6.9%増） 電源機器 売上高 3,164百万円 （前期比25.7%増）

13.5%13.5%

売上構成比
9,182

第62期
（平成30年3月期）

8,590

第61期
（平成29年3月期）

売上高 （単位：百万円）

4.7%4.7%

売上構成比
3,164

第62期
（平成30年3月期）

2,516

第61期
（平成29年3月期）

売上高 （単位：百万円）

計測機器は、自動車関連企業向けの大型設備案件が増加し、
売上高は9,182百万円（前期比6.9％増）となりました。

電源機器は、自動車及び電気・電子・半導体関連企業向けの
販売が増加し、売上高は3,164百万円（前期比25.7％増）となり
ました。

実装機器 売上高 3,900百万円 （前期比21.3%増） その他 売上高 6,984百万円 （前期比8.7%増）

5.8%5.8%

売上構成比
3,900

第62期
（平成30年3月期）

3,216

第61期
（平成29年3月期）

売上高 （単位：百万円）

10.3%10.3%

売上構成比
6,984

第62期
（平成30年3月期）

6,427

第61期
（平成29年3月期）

売上高 （単位：百万円）

実装機器は、自動車関連企業向けの大型設備案件が増加し、
売上高は3,900百万円（前期比21.3％増）となりました。

上記５品目以外においては、売上高は6,984百万円（前期比
8.7％増）となりました。

② 設備投資等の状況
当連結会計年度中において重要な設備投資はありません。なお、エンジニアリング事業本部の工場社屋の建て替

えを実施しており、平成30年８月に竣工予定であります。

③ 資金調達の状況
当連結会計年度中における必要な資金は、自己資金及び金融機関からの借入金で充当いたしました。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
該当事項はありません。

4
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(2) 財産及び損益の状況の推移

55,408

第59期
（平成27年3月期）

58,697

第60期
（平成28年3月期）

60,260

第61期
（平成29年3月期）

67,849

第62期
（当連結会計年度）
（平成30年3月期）

売上高 （単位：百万円）

2,310

第59期
（平成27年3月期）

2,418

第60期
（平成28年3月期）

2,215

第61期
（平成29年3月期）

3,010

第62期
（当連結会計年度）
（平成30年3月期）

経常利益 （単位：百万円）

1,498

第59期
（平成27年3月期）

1,550

第60期
（平成28年3月期）

1,518

第61期
（平成29年3月期）

2,147

第62期
（当連結会計年度）
（平成30年3月期）

親会社株主に帰属する当期純利益 （単位：百万円）

130.77

第59期
（平成27年3月期）

135.37

第60期
（平成28年3月期）

132.55

第61期
（平成29年3月期）

187.47

第62期
（当連結会計年度）
（平成30年3月期）

1株当たり当期純利益 （単位：円）

30,862

15,614

第59期
（平成27年3月期）

32,162

16,156

第60期
（平成28年3月期）

33,341

17,220

第61期
（平成29年3月期）

38,254

19,232

第62期
（当連結会計年度）
（平成30年3月期）

総資産/純資産 （単位：百万円）

1,362.95

第59期
（平成27年3月期）

1,410.26

第60期
（平成28年3月期）

1,503.16

第61期
（平成29年3月期）

1,678.74

第62期
（当連結会計年度）
（平成30年3月期）

1株当たり純資産 （単位：円）

第59期
（平成27年３月期）

第60期
（平成28年３月期）

第61期
（平成29年３月期）

第62期
（当連結会計年度）
（平成30年３月期）

売上高 (百万円) 55,408 58,697 60,260 67,849

経常利益 (百万円) 2,310 2,418 2,215 3,010
親会社株主に帰属する
当期純利益 (百万円) 1,498 1,550 1,518 2,147

１株当たり当期純利益 (円) 130.77 135.37 132.55 187.47

総資産 (百万円) 30,862 32,162 33,341 38,254

純資産 (百万円) 15,614 16,156 17,220 19,232

１株当たり純資産 (円) 1,362.95 1,410.26 1,503.16 1,678.74
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財産及び損益の状況の推移
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(3) 重要な子会社の状況

会社名 資本金 当社の出資比率
（％） 主要な事業内容

MEIJI CORPORATION 10万米ドル 100 電気機器の販売

MEIJI UK LTD. 20万英ポンド 100
（100） 電気機器の販売

名電エンジニアリング株式会社 25百万円 100 電気機器の設計・製造・販売
エム・ディーマシナリー株式会社 10百万円 100 機械装置の設計・製造・販売

（注）出資比率の（　）内の数字は間接出資比率であります。

(4) 対処すべき課題
当社グループでは、「次代に向けた経営基盤の強化」を基本方針とした第９次中期経営計画（平成29年度～平成

31年度）に基づき、「Ａｌｌ　Ｇｒｏｗｉｎｇ」をスローガンに、持続的成長に向けた事業戦略を推進してまいり
ます。また、平成30年５月15日公表の「第９次中期経営計画の販売計画修正に関するお知らせ」にて掲げました計
画数値を当面の目標とし、全力を挙げて取り組んでいく所存です。

第９次中期経営計画（平成29年度～平成31年度）における主要な戦略課題につきましては、以下のとおりであり
ます。

① エンジニアリング力の強化

② コンポ販売の領域拡大

③ グローバルビジネスの拡大

④ 次世代を見据えた商材の開発

⑤ 事業基盤の強化

6
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(5) 主要な事業内容（平成30年３月31日現在）

下記商品の販売
制御機器　　（プログラマブルコントローラ・操作表示器・画像処理装置・センサー・リレー）
産業機器　　（産業用ロボット・溶接機・受配電設備・空調設備機器・機械設備）
計測機器　　（電子計測器・工業計器・現場測定器・記録装置・恒温槽）
電源機器　　（安定化電源・無停電電源・電子負荷装置・特殊電源）
実装機器　　（チップマウンター・リフロー炉・基板検査装置）

(6) 企業集団の主要拠点等（平成30年３月31日現在）

① 本社　　名古屋市中村区亀島二丁目13番８号
② 支店等

名称 区分 所在地
豊田支店 支店 愛知県知立市
エンジニアリング事業本部 工場 愛知県知立市
東京支店 支店 神奈川県横浜市
名電エンジニアリング株式会社 子会社 愛知県北名古屋市
エム・ディーマシナリー株式会社 子会社 愛知県名古屋市中川区
MEIJI CORPORATION 子会社 米国イリノイ州
MEIJI UK LTD. 子会社 英国バーミンガム市

(7) 使用人の状況（平成30年３月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況
使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

625名 24名増
（注）使用人数は就業人員（当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含むほか、嘱託を

含んでおります。）であり、臨時使用人は含まれておりません。

② 当社の使用人の状況
使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

497名 13名増 39.2歳 16.0年
（注）使用人数は就業人員（当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含むほか、嘱託を含んでおります。）であり、臨時使用人

は含まれておりません。
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(8) 主要な借入先の状況（平成30年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 600,000千円

（注）株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行は、平成30年４月１日付で商号を株式会社三菱ＵＦＪ銀行に変更いたしました。

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。

2 会社の株式に関する事項（平成30年３月31日現在）

金融機関
18.77％

個人・その他
51.78％

自己株式
5.06％

証券会社
1.24％
外国人
4.09％

その他
国内法人
19.06％

所有者別の株式保有比率

(1) 発行可能株式総数 48,000,000株
(2) 発行済株式の総数 12,067,120株（自己株式610,776株を含む）

(3) 株主数 2,637名（前期末比369名減）

(4) １単元の株式数 100株

(5) 大株主（上位10名)
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

合 同 会 社 ワ イ コ ー ポ レ ー シ ョ ン 1,220,900株 10.65％
明 治 電 機 工 業 従 業 員 持 株 会 535,500株 4.67％
株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行 489,200株 4.27％
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 381,000株 3.32％
林 　 　 　 正 　 弘 360,000株 3.14％
吉 　 田 　 年 　 章 360,000株 3.14％
オ ム ロ ン 株 式 会 社 320,000株 2.79％
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 300,000株 2.61％
安 　 井 　 博 　 子 295,000株 2.57％
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 269,400株 2.35％

（注）１．当社は自己株式を610,776株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。
３．株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行は、平成30年４月１日付で商号を株式会社三菱ＵＦＪ銀行に変更いたしました。

8

主要な借入先、その企業集団の現況に関する重要な事項、会社の株式に関する事項



2018/05/24 8:43:53 / 17370942_明治電機工業株式会社_招集通知（Ｃ）

3 新株予約権等の状況
該当事項はありません。

4 会社役員の状況
(1) 取締役の状況（平成30年３月31日現在）

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代表取締役社長 林 正 　 弘
代表取締役専務 舟 　 橋 範 企画管理本部長
取　　締　　役 日 下 部 康 　 基
取　　締　　役（監査等委員・常勤） 足 　 立 秀 　 一

取　　締　　役（監査等委員） 奥 　 野 信 　 宏
公益財団法人名古屋まちづくり公社上席顧問
名古屋都市センター所長
株式会社名古屋証券取引所社外取締役

取　　締　　役（監査等委員） 成 　 田 龍 　 一 成田龍一法律事務所代表弁護士
取　　締　　役（監査等委員） 鬼 　 頭 肇 鬼頭肇税理士事務所税理士

（注）１．取締役（監査等委員）奥野信宏氏、成田龍一氏及び鬼頭肇氏は、社外取締役であります。
２．当社は、取締役（監査等委員）奥野信宏氏、成田龍一氏及び鬼頭肇氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に

届け出ております。
３．取締役（監査等委員）鬼頭肇氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
４．当社は、監査等委員会の監督及び監査機能を強化するため、取締役（監査等委員を除く。）からの情報収集及び重要な社内会議における情

報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能とすべく、足立秀一氏を常勤の監査等委員として選定しております。
５．取締役舟橋範氏は、平成29年６月27日付で代表取締役専務に就任しました。

(2) 責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定す

る契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。

9
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(3) 取締役の報酬等の総額
区 分 員 数 報 酬 等 の 額

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 を 除 く 。 ） 4名 143,210千円
取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

4
(3)

30,012
(15,012)

合 計
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

8
(3)

173,222
(15,012)

（注）１．上記には、平成29年６月27日開催の第61回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名を含めております。
２．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
３．取締役の報酬等の額には、平成29年６月27日開催の取締役会にて決議しております当事業年度に係る利益連動給与が含まれております。
４．取締役（監査等委員を除く。）の報酬限度額は、平成28年６月28日開催の第60回定時株主総会において年額200,000千円以内（ただし、

使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
５．取締役（監査等委員）の報酬限度額は、平成28年６月28日開催の第60回定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいており

ます。

(4) 社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当該他の法人等との関係

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 当 社 と の 関 係

取 締 役
（監査等委員） 奥　野　信　宏

公益財団法人名古屋まちづくり公社上席顧問
名古屋都市センター所長
株式会社名古屋証券取引所社外取締役

特別の関係はありません。
特別の関係はありません。
特別の関係はありません。

取 締 役
（監査等委員） 成　田　龍　一 成田龍一法律事務所代表弁護士 特別の関係はありません。

取 締 役
（監査等委員） 鬼 頭 　 肇 鬼頭肇税理士事務所税理士 特別の関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況
地 位 氏 名 活動状況

取 締 役
（監査等委員） 奥　野　信　宏

取締役会に17回中17回出席しております。また、監査等委員会に14回中14回出席
しております。取締役会及び監査等委員会においては、経済学に関する広汎かつ専
門的な知識と産官学界にわたる深い造詣等に基づいて、当社の経営に幅広い見地か
ら助言・提言を行っております。

取 締 役
（監査等委員） 成　田　龍　一

取締役会に17回中17回出席しております。また、監査等委員会に14回中14回出席
しております。取締役会及び監査等委員会においては、弁護士として培われた豊富
な経験と幅広い知識から、主としてコンプライアンスを確保するための助言・提言
を行っております。

取 締 役
（監査等委員） 鬼 頭 　 肇

取締役会に17回中17回出席しております。また、監査等委員会に14回中14回出席
しております。取締役会及び監査等委員会においては、税理士として培われた豊富
な経験と幅広い知識から、主として経営管理の妥当性・適正性を確保するための助
言・提言を行っております。

10

会社役員の状況
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5 会計監査人の状況
(1) 会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

(2) 報酬等の額
報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 24,900千円
当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 24,900千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておら
ず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、会計
監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等の適切性・妥当性について検証を行った結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399
条第１項・第３項の同意を行っております。

(3) 非監査業務の内容
該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合に、株主総会に提

出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
具体的には、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場合

に、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定
した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いた
します。また、監査等委員会は、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の観点から会計監査人
が監査を遂行するに不十分と判断した場合には、会計監査人を不再任といたします。

11
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6 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確
保するための体制についての決定内容の概要は、以下のとおりであります。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ．経営理念を敷衍した企業行動憲章や行動規範、倫理規範を明示した「企業行動についてのガイドライ

ン」を定め、その浸透に努めております。
ロ．コンプライアンス規程を定め、コンプライアンス委員会において取締役及び使用人のコンプライアン

ス状況を把握し、問題がある場合は取締役会に答申する体制を整備しております。また、その一環とし
て内部通報規程を定め、社内外に設置した内部通報窓口を通じて法令違反、企業倫理違反等の情報を入
手し、コンプライアンス委員会により適切に対応する体制を整備しております。

ハ．社長直轄の組織として内部監査室を設置し、会社の業務及び財産の実態を監査し、不正・過誤の防止
に努めております。

ニ．「反社会的勢力への対応に関する基本方針」及びそれに基づく反社会的勢力対応規程により、反社会
的勢力とは一切関係を持たず、また不当要求に対し会社として一切応じないことを定め、その浸透に努
めております。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ．取締役会等重要な会議の意思決定その他取締役の職務執行に係る情報につき適正に記録し、さらに文

書管理規程等に基づき適切に保存及び管理を行っております。
ロ．内部情報管理規程及び情報セキュリティポリシーを定め、情報管理体制・方法等を明確にすることに

より、取締役の職務執行に係る情報が不正に利用されないよう適正に管理を行っております。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ．信用、品質、工事安全、システム、業務、自然災害など個別に規程・マニュアルを設け、関係部門に

てリスク管理を行っております。
ロ．リスク管理規程を定めリスク管理体制を整備し、当社の経営を阻害する様々なリスクに対し適切かつ

効果的な対処を行い、リスクの顕在化に伴う損失の防止を図っております。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ．業務分掌規程、職務権限明細表等社内規程を整備し、取締役の権限及び責任を明確にしております。
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ロ．経営上の重要な事項については、取締役、執行役員をメンバーとする経営戦略会議を開き、そこにお
いて幅広い議論を行うことで取締役会の充実した議論に繋げ、職務の効率性を確保しております。

ハ．営業上の重要な事項については、担当取締役の主催により、執行役員を兼ねる営業系の本部長をメン
バーとする本部長会議を開き、そこにおいて各本部のミッションの進捗の監督の他、本部間の営業戦略
的連携を図るとともに本部長による営業戦略提案の推奨・検証・支援を行うことで取締役会の充実した
議論に繋げ、職務の効率性を確保しております。

⑤ 当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ．企画管理本部において、グループ全体の中期経営計画、年度計画の進捗状況を管理しております。
ロ．グループ全体に影響をおよぼす重要な事項については、子会社役員を兼務する取締役を含め執行役員

以上の役員が参加する経営戦略会議を通して慎重に審議を行い、意思決定する体制をとっております。
ハ．関係会社管理規程を定め、子会社及び関連会社の重要な事項に関しては、当社の承認、もしくは当社

への報告を必要とし、さらには当社の内部監査室による監査を通じて業務の適正を確保しております。

⑥ 財務報告の信頼性を確保するための体制
イ．財務報告に係る内部統制の評価の基準に従い、基本方針、関連規程等を定めるとともに、財務報告の

信頼性を確保するための体制を整備しております。
ロ．内部統制に関する最高統括責任者である経営者の指示のもとで適正に運用を行っており、また定期的

に有効性の評価を行い、不備がある場合には是正を図っております。

⑦ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委

員会との協議の上、合意する人選を行って配属するものとしております。

⑧ 前号の取締役及び使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関
する事項並びに当該取締役及び使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する
事項
イ．監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の業務の実施に関して、取締役（監査等委員であ

る取締役を除く。）から指示、命令を受けないこととしております。
ロ．使用人の人事異動、評価等人事権に係る事項に関して、事前に監査等委員会に報告し、その判断を最

大限尊重することとしております。

13
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⑨ 当社及び子会社の取締役・使用人等が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査
等委員会への報告に関する体制、並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不
利な取扱いを受けないことを確保するための体制
イ．監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役等からその職務の

執行状況を聴取し、さらには関係資料を何時においても閲覧できるものとしております。
ロ．当社及び子会社の取締役・使用人等は、監査等委員会が選定する監査等委員の要求に従い、又は自ら

自己の職務の執行状況を監査等委員会に報告するものとしております。
ハ．取締役・使用人等が監査等委員会に報告したことを理由として、不利な取扱いを受けないものとして

おります。

⑩ 監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生
ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員の職務の遂行上必要と認められる費用又は債務の処理については、予め予算を計上する他、
緊急又は臨時に支出した費用については、事後に会社に償還を請求することができるものとして、監査等
委員の職務執行の実効性を確保しております。

⑪ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員は、相互に十分な情報・意見交換を行うとともに、会計監査人・内部監査室と緊密な連携を

保ち、さらには代表取締役と定期的に会合を持ち、監査上の重要事項について相互認識を深めることによ
り、監査等委員会の監査の実効性を確保しております。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。

① コンプライアンスに関する取組み
イ．コンプライアンス規程に基づきコンプライアンス委員会を開催し、当社のコンプライアンス状況につ

いて検証・評価及び対策の提案を実施しました。
ロ．管理職を対象にコンプライアンスに関する研修や啓発活動を実施しました。

② 取締役の職務の執行の効率性を確保するための取組み
原則として毎月１回経営戦略会議及び本部長会議を開催し、担当取締役が取りまとめた各会議における

議論及び報告内容に基づき、取締役会において経営上・営業上の重要事項に関し充実した議論を実施しま
した。

14
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③ 企業集団の業務の適正を確保するための取組み
内部監査部門において、当社の各部門・拠点の他、国内及び海外子会社・関連会社の業務及び財産の実

態につき、内部監査を実施しました。

④ 財務報告の信頼性確保に関する取組み
財務報告に係る内部統制規程に基づき四半期に１回内部統制委員会を開催し、全社的な内部統制、業務

プロセス、ＩＴ全般統制、決算財務プロセスにおいて内部統制の有効性を検証・評価しました。

⑤ 監査等委員会の監査の実効性確保に関する取組み
イ．常勤の監査等委員は、取締役会、監査等委員会、経営戦略会議及び本部長会議の全てに出席したほか、

実地監査、稟議書の検証等の監査活動を通じて取締役等の職務の執行状況の監査を実施しました。
ロ．監査等委員会は、会計監査人・内部監査部門との定期的な情報・意見交換等を通じて緊密な連携を確

保し、監査の実効性を図りました。
ハ．監査等委員は、定期的に代表取締役との間で会合を持ち、監査上の重要事項について相互認識を深め

ました。

7 剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題と位置づけ、連結配当性向30％を目処と

して、将来の持続的成長に必要な内部留保の充実を図りながら、配当を行うことを基本方針としてお
ります。

なお、当社は会社法第459条に基づき、取締役会の決議によって「剰余金の配当等をすることがで
きる」旨を定款に定めております。

上記基本方針に基づき、当社の当期末の配当金は１株当たり40円といたしました。これにより、
中間配当（１株当たり15円）と合わせた年間配当金は１株当たり55円となります。

15
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連結計算書類
連結貸借対照表 （単位：千円）

科目 第62期
平成30年３月31日現在 科目 第62期

平成30年３月31日現在

資産の部

流動資産

現金及び預金

受取手形及び売掛金

電子記録債権

商品及び製品

仕掛品

原材料及び貯蔵品

繰延税金資産

その他

貸倒引当金

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

土地

建設仮勘定

その他

無形固定資産

投資その他の資産

投資有価証券

退職給付に係る資産

その他

貸倒引当金

33,288,174

3,134,998

20,866,079

4,781,611

2,972,199

725,536

36,666

252,227

546,480

△27,626

4,966,256

2,040,784

841,239

84,175

790,370

233,441

91,556

134,125

2,791,346

2,393,728

158,221

278,162

△38,766

負債の部
流動負債 18,540,517

支払手形及び買掛金 9,056,716
電子記録債務 5,570,647
短期借入金 1,200,000
未払法人税等 660,681
賞与引当金 523,080
役員賞与引当金 8,250
その他 1,521,141

固定負債 481,655
繰延税金負債 433,511
役員退職慰労引当金 3,550
その他 44,594

負債合計 19,022,173
純資産の部
株主資本 18,386,811

資本金 1,311,778
資本剰余金 1,371,950
利益剰余金 16,007,045
自己株式 △303,961

その他の包括利益累計額 845,445
その他有価証券評価差額金 1,067,078
繰延ヘッジ損益 85
為替換算調整勘定 △71,425
退職給付に係る調整累計額 △150,292

純資産合計 19,232,257
資産合計 38,254,430 負債純資産合計 38,254,430

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書 （単位：千円）

科目
第62期

平成29年 4 月 1 日から
平成30年 3 月31日まで

売上高 67,849,915
売上原価 58,429,998

売上総利益 9,419,917
販売費及び一般管理費 6,604,276

営業利益 2,815,640
営業外収益 248,147

受取利息 2,606
受取配当金 42,578
仕入割引 166,394
その他 36,568

営業外費用 53,387
支払利息 5,363
売上割引 43,702
その他 4,322
経常利益 3,010,400

特別利益 13,896
固定資産売却益 6,069
投資有価証券売却益 7,826

特別損失 223
固定資産除却損 223

税金等調整前当期純利益 3,024,073
法人税、住民税及び事業税 979,543
法人税等調整額 △103,249
当期純利益 2,147,779
親会社株主に帰属する当期純利益 2,147,779

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
第62期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで） （単位：千円）

株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 1,311,778 1,371,950 14,317,519 △303,907 16,697,340

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △458,254 △458,254
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 2,147,779 2,147,779

自 己 株 式 の 取 得 △54 △54
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

当 期 変 動 額 合 計 － － 1,689,525 △54 1,689,471

当 期 末 残 高 1,311,778 1,371,950 16,007,045 △303,961 18,386,811

その他の包括利益累計額
純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金
繰 延 ヘ ッ ジ
損 益

為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係る
調 整 累 計 額

そ の 他 の 包 括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 691,440 △352 △58,904 △108,755 523,428 17,220,768

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △458,254
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 2,147,779

自 己 株 式 の 取 得 △54
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） 375,638 437 △12,521 △41,537 322,017 322,017

当 期 変 動 額 合 計 375,638 437 △12,521 △41,537 322,017 2,011,488

当 期 末 残 高 1,067,078 85 △71,425 △150,292 845,445 19,232,257
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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計算書類

貸借対照表 （単位：千円）

科目 第62期
平成30年３月31日現在 科目 第62期

平成30年３月31日現在
資産の部
流動資産

現金及び預金
受取手形
電子記録債権
売掛金
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
前渡金
前払費用
繰延税金資産
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産

建物
構築物
機械及び装置
車両運搬具
工具、器具及び備品
土地
建設仮勘定

無形固定資産
借地権
ソフトウエア
その他

投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
関係会社出資金
前払年金費用
その他
貸倒引当金

31,246,369
1,611,115
1,107,822
4,648,903

19,839,388
2,585,097

596,685
33,069

172,701
18,154

226,705
430,259

△23,534
5,115,723
1,937,921

827,270
7,706

11,676
17,620
49,834

790,370
233,441
129,070
21,601
89,366
18,102

3,048,731
2,319,852

123,600
41,510

374,781
227,753

△38,766

負債の部
流動負債 18,395,758

支払手形 852,534
電子記録債務 5,570,647
買掛金 8,403,460
短期借入金 1,200,000
リース債務 13,828
未払金 436,645
未払費用 330,934
未払法人税等 624,055
預り金 46,703
賞与引当金 500,000
その他 416,947

固定負債 504,997
リース債務 32,266
繰延税金負債 460,312
役員退職慰労引当金 3,550
資産除去債務 5,979
その他 2,889

負債合計 18,900,756
純資産の部
株主資本 16,385,655

資本金 1,311,778
資本剰余金 1,371,950

資本準備金 1,371,950
利益剰余金 14,005,889

利益準備金 93,169
その他利益剰余金 13,912,719

別途積立金 7,800,000
繰越利益剰余金 6,112,719

自己株式 △303,961
評価・換算差額等 1,075,681

その他有価証券評価差額金 1,067,078
繰延ヘッジ損益 8,603

純資産合計 17,461,337
資産合計 36,362,093 負債純資産合計 36,362,093

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書 （単位：千円）

科目
第62期

平成29年 4 月 1 日から
平成30年 3 月31日まで

売上高 63,350,321
売上原価 55,412,848

売上総利益 7,937,473
販売費及び一般管理費 5,423,754

営業利益 2,513,718
営業外収益 291,959

受取利息 1,236
受取配当金 106,306
仕入割引 159,328
その他 25,087

営業外費用 49,729
支払利息 5,363
売上割引 43,702
その他 664
経常利益 2,755,948

特別利益 10,082
固定資産売却益 2,255
投資有価証券売却益 7,826

特別損失 223
固定資産除却損 223

税引前当期純利益 2,765,807
法人税、住民税及び事業税 882,661
法人税等調整額 △92,483
当期純利益 1,975,629

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
第62期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで） （単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合　　計資本準備金 利益準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金 利益剰余金
合 計別途積立金 繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 1,311,778 1,371,950 93,169 7,800,000 4,595,344 12,488,514 △303,907 14,868,334

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △458,254 △458,254 △458,254

当 期 純 利 益 1,975,629 1,975,629 1,975,629

自己株式の取得 △54 △54
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 － － － － 1,517,374 1,517,374 △54 1,517,320

当 期 末 残 高 1,311,778 1,371,950 93,169 7,800,000 6,112,719 14,005,889 △303,961 16,385,655

評価・換算差額等
純資産合計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 691,440 △1,303 690,136 15,558,471

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △458,254

当 期 純 利 益 1,975,629

自己株式の取得 △54
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） 375,638 9,906 385,544 385,544

当 期 変 動 額 合 計 375,638 9,906 385,544 1,902,865

当 期 末 残 高 1,067,078 8,603 1,075,681 17,461,337

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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監査報告

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
平成30年５月18日

明治電機工業株式会社
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員 公認会計士 宮 本 正 司 ㊞業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員 公認会計士 金 原 正 英 ㊞業 務 執 行 社 員

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、明治電機工業株式会社の平成29年４月１日から平成30年３月31日までの連
結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査
を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示するこ
とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結
計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施するこ
とを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の
判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内
部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査
手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計
方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれ
る。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、明治電機工業株
式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表
示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
平成30年５月18日

明治電機工業株式会社
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員 公認会計士 宮 本 正 司 ㊞業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員 公認会計士 金 原 正 英 ㊞業 務 執 行 社 員

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、明治電機工業株式会社の平成29年４月１日から平成30年３月31日ま
での第62期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書
について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適
正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当
監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし
ての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第62期事業年度における取締役の職務の執行について監査い
たしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づ
き整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を
受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び

使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主
要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通
及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職
務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われるこ
とを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日
企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計
算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
(1) 　事業報告等の監査結果
　①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
　②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
　③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の

記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 　連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成30年５月22日

明治電機工業株式会社　監査等委員会

常勤監査等委員 足 立 秀 一 ㊞
監査等委員 奥 野 信 宏 ㊞
監査等委員 成 田 龍 一 ㊞
監査等委員 鬼 頭 　 肇 ㊞

(注) 　監査等委員奥野信宏、成田龍一及び鬼頭肇は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に定める社外取締役であります。

以　上
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株主総会参考書類
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）林正弘、舟橋範及び日下部康基

の各氏が、本総会終結の時をもって任期満了により退任となります。つきましては、取締役３名の選任をお願いする
ものであります。

なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は全ての取締役候補者について適任であると判断しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式数

1
再 任

はやし

林 　
まさひろ

正弘
（昭和30年１月25日）

360,000株

昭和52年 3 月 当社入社
平成12年６月 当社執行役員
平成13年４月 当社執行役員海外事業本部長
平成13年７月 当社常務執行役員海外事業本部長
平成15年５月 当社常務執行役員顧客営業本部長兼海外事業本部長
平成15年６月 当社取締役常務執行役員顧客営業本部長兼海外事業本部長
平成18年４月 当社代表取締役副社長
平成24年６月 当社代表取締役社長（現任）

【取締役候補者とした理由】
林正弘氏は、当社において長年にわたり代表取締役として経営全般を担っており、そこで培われた豊富な経験と幅広い知識から、経

営の意思決定及び経営の執行の監督を適切に遂行することができると考え、取締役候補者としたものであります。
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候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式数

2
再 任

ふなはし

舟橋　
つとむ

範
（昭和35年５月14日）

77,800株

昭和58年３月 当社入社
平成20年６月 当社執行役員
平成22年４月 MEIJI CORPORATION取締役社長
平成23年４月 当社執行役員国際事業本部長
平成24年４月 当社執行役員企画管理本部長
平成
平成

24
29

年
年

６
６

月
月

当社取締役企画管理本部長
当社代表取締役専務企画管理本部長（現任）

【取締役候補者とした理由】
舟橋範氏は、当社において長年にわたり企画管理部門、国際事業部門の取締役、執行役員として経営を担っており、そこで培われた

豊富な経験と幅広い知識から、経営の意思決定及び経営の執行の監督を適切に遂行することができると考え、取締役候補者としたもの
であります。

候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式数

3
再 任

く さ

日
か

下
べ

部　
や す

康
ひ ろ

基
（昭和30年10月18日） 186,000株

昭和53年３月 当社入社
平成15年６月 当社執行役員
平成19年４月 当社執行役員業種営業本部長
平成19年６月 当社取締役業種営業本部長
平成20年４月 当社取締役第１営業本部長
平成23年４月 当社取締役エンジニアリング事業本部長
平成
平成
平成
平成

26
28
29
29

年
年
年
年

４
６
４
６

月
月
月
月

当社取締役第１営業本部長
当社常務執行役員第１営業本部長
当社常務執行役員
当社取締役（現任）

【取締役候補者とした理由】
日下部康基氏は、当社において長年にわたり営業部門・製造部門の取締役・執行役員として経営を担っており、そこで培われた豊富

な経験と幅広い知識から、経営の意思決定及び経営の執行の監督を適切に遂行することができると考え、取締役候補者としたものであ
ります。

（注）各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
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第２号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役足立秀一、奥野信宏、成田龍一及び鬼頭肇の各氏が本総会終結の時をもって任期満了によ

り退任となります。つきましては、監査等委員である取締役４名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式数

1
再 任

あ だ ち

足立　
しゅういち

秀 一
（昭和35年11月７日）

88,300株

昭和58年３月 当社入社
平成16年４月 MEIJI CORPORATION取締役社長
平成20年６月 当社執行役員
平成22年４月 当社執行役員ソリューション事業本部長
平成23年４月 当社執行役員第２営業本部長
平成24年６月 当社取締役第２営業本部長
平成
平成
平成

26
28
28

年
年
年

４
４
６

月
月
月

当社取締役国際事業本部長
当社取締役
当社取締役（監査等委員・常勤）（現任）

【監査等委員である取締役候補者とした理由】
足立秀一氏は、当社において長年にわたりソリューション事業部門、営業部門、国際事業部門の取締役、執行役員として経営を担っ

ており、そこで培われた豊富な経験と幅広い知識から、経営の執行の監督及び監査を適切に遂行することができると考え、監査等委員
である取締役候補者としたものであります。

候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式数

2
再 任

お く の

奥野　
のぶひろ

信宏
（昭和20年１月30日）

－株

平成元年４月 名古屋大学経済学部教授
平成９年１月 同大学経済学部長
平成12年４月 同大学副総長
平成16年４月 中京大学総合政策学部教授
平成
平成

17
25

年
年

９
６

月
月

学校法人梅村学園理事
株式会社名古屋証券取引所社外取締役（現任）

平成
平成
平成
平成
平成

26
27
28
29
29

年
年
年
年
年

６
４
６
４
４

月
月
月
月
月

当社社外取締役
中京大学学術顧問
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
公益財団法人名古屋まちづくり公社上席顧問（現任）
名古屋都市センター所長（現任）

（重要な兼職の状況）
公益財団法人名古屋まちづくり公社上席顧問
名古屋都市センター所長
株式会社名古屋証券取引所社外取締役

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由】
奥野信宏氏は、経済学に関する広汎かつ専門的な知識と産官学界にわたる深い造詣等に基づいて、独立した客観的な立場から当社の

経営に幅広い見地より助言・提言を行っていただけると考え、監査等委員である社外取締役候補者としたものであります。なお、同氏
は社外役員となる以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記理由により、社外取締役としてその職務を適切に遂
行できるものと判断しております。
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候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式数

3
再 任

な り  た  

成田
　　 りゅうい ち

　 龍 一
（昭和27年12月28日） －株

昭和60年４月 名古屋弁護士会（現愛知弁護士会）登録
平成４年６月 成田龍一法律事務所開業
平成
平成

24
28

年
年

６
６

月
月

当社社外監査役
当社社外取締役（監査等委員）（現任）

（重要な兼職の状況）
成田龍一法律事務所代表弁護士

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由】
成田龍一氏は、弁護士として培われた豊富な経験と幅広い知識に基づいて、独立した客観的な立場から主としてコンプライアンスを

確保するための助言・提言を行っていただけると考え、監査等委員である社外取締役候補者としたものであります。なお、同氏は社外
役員となる以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記理由により、社外取締役としてその職務を適切に遂行でき
るものと判断しております。

候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式数

4
再 任

  き  と う

鬼頭　
はじめ

肇
（昭和27年５月４日） －株

昭和46年４月 名古屋国税局入局
平成
平成

23
24

年
年

７
７

月
月

名古屋国税局総務部次長
昭和税務署長

平成
平成

25
28

年
年

９
６

月
月

鬼頭肇税理士事務所開業
当社社外取締役（監査等委員）（現任）

（重要な兼職の状況）
鬼頭肇税理士事務所税理士

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由】
鬼頭肇氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、税務の専門家として培われた豊

富な経験と幅広い知識に基づいて、独立した客観的な立場から主として経営管理の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っ
ていただけると考え、監査等委員である社外取締役候補者としたものであります。なお、同氏は会社の経営に関与された経験はありま
せんが、上記理由により、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．奥野信宏氏、成田龍一氏及び鬼頭肇氏は、社外取締役候補者です。
３．奥野信宏氏、成田龍一氏及び鬼頭肇氏は、現在当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって奥野信

宏氏が４年、成田龍一氏並びに鬼頭肇氏が２年となります。
４．当社は、奥野信宏氏、成田龍一氏及び鬼頭肇氏との間で会社法第427条第１項及び定款第32条の規定に基づき、会社法第425条第１項に定

める最低責任限度額を限度として同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。各氏の選任が承認された場合に
は、当該契約を継続する予定であります。

５．奥野信宏氏、成田龍一氏及び鬼頭肇氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社は各氏を独立役員として同
取引所に届け出ております。
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監査等委員である取締役４名選任の件
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第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
常勤の監査等委員である取締役を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠の監査

等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名（生年月日） 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式数

お

尾
ざ き

崎
 

　
ひ で

秀
お

穂
（昭和33年１月５日） 184,000株

昭和56年３月 当社入社
平成15年６月 当社執行役員
平成
平成
平成
平成
平成
平成
平成

19
19
20
23
26
28
29

年
年
年
年
年
年
年

４
６
４
４
４
６
４

月
月
月
月
月
月
月

当社執行役員エリア営業本部長
当社取締役エリア営業本部長
当社取締役第２営業本部長
当社取締役ソリューション事業本部長
当社取締役第２営業本部長
当社常務執行役員第２営業本部長
当社常務執行役員第３営業本部長（現任）

【補欠の監査等委員である取締役候補者とした理由】
尾崎秀穂氏は、当社において長年にわたり営業部門・ソリューション部門の取締役・執行役員として経営を担っており、そこで培われた豊富な経

験と幅広い知識から、経営の執行の監督及び監査を遂行することができると考え、補欠の監査等委員である取締役候補者としたものであります。
（注）候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

以　上
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補欠の監査等委員である取締役１名選任の件



トピックス

株主メモ
事 業 年 度
定 時 株 主 総 会
定時株主総会の基準日
期 末 配 当 の 基 準 日
中 間 配 当 の 基 準 日
株 主 名 簿 管 理 人

同 事 務 取 扱 場 所

郵 便 物 送 付 先

毎年4月1日から翌年3月31日まで
毎年6月
毎年3月31日
毎年3月31日
毎年9月30日
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
名古屋市中区栄三丁目15番33号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

（ 電 話 照 会 先 ）

公 告 の 方 法

公 告 掲 載 U R L
単 元 株 式 数
上 場 証 券 取 引 所

電話　0120-782-031（フリーダイヤル）
取次事務は三井住友信託銀行株式会社の本店および
全国各支店で行っております。
電子公告の方法により行います。ただし、電子公告
によることができない事故その他やむを得ない事由
が生じた場合は、日本経済新聞に掲載して行います。
http://www.meijidenki.co.jp/
100株
東京証券取引所 市場第一部

1.　住所変更、単元未満株式の買取・買増等のお申出先について
　株主様の口座のある証券会社にお申出ください。
　なお、証券会社に口座がないため特別口座を開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

2.　未払配当金の支払について
　株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

3.　「配当金計算書」について
　配当金支払いの際送付している「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付書類と
してご使用いただくことができます。
　なお、配当金領収証にて配当金をお受取りの株主様につきましても、配当金支払いの都度「配当金計算書」を同封させていただいております。
　＊確定申告をなされる株主様は、大切に保管ください。
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エンジニアリング事業本部 社屋建て替えを開始しました
　当社では、第９次中期経営計画の主要施策である
「エンジニアリング力の強化」の一環として、高度化
するお客様の技術的ご要望に的確、迅速にお応えする
ため、エンジニアリング事業本部の工場社屋の建て替
えを実施しております。
　なお、今回の建て替えに伴い、建物の耐震性、従業
員の安全性および事業の継続性についても確保してま
いります。

新社屋の概要

（1）所在地 愛知県知立市山屋敷町板張48-１ （3）主な生産品目
（現住所と同じ） ①車載ＥＣＵ、センサの出荷検査装置

②検査装置を軸とした生産設備ライン
③トレーサビリティシステム、生産指示などのソフトウェア

（2）社屋規模 鉄骨造　５階建　
延床面積　3,243㎡

（4）竣工年月 平成30年８月

完成予想図 立柱式の様子
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名鉄レジャック

（
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口
）

至 東京

JPタワー名古屋
（名古屋中央郵便局）

岩田病院

明治電機工業株式会社　本社（本館地下1階明治ホール）
名古屋市中村区亀島二丁目13番8号
Tel 052-451-7661（代）

会 場

●JR名古屋駅太閤通口（新幹線口）より北西へ徒歩約5分です。
(注)　駐車場は手狭なため、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申しあげます。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

株主総会 会場ご案内図




